


















































基本方針Ⅱ

Ⅱ－１－２ 子育て世帯の交流拠点づくり

事業名 事業概要

「わんぱーく・みと」、「はみんぐぱーく・みと」、

「あかしあ」等の運営充実、環境整備

こどもの遊び場や育児相談等ができる場、多

世代が交流する場として、運営充実を図る。

あわせて、空調設備の整備や照明のＬＥＤ化を

進めるとともに、軒の修繕や防犯カメラの設

置等を行う。

地域子育て支援拠点事業、市民センター子育

て広場等の運営充実

保育所や認定こども園等において、子育てに

関する講座や育児相談等を実施するほか、各

市民センターにおいて、地域団体が主体とな

り、子育て中の親子が交流できる広場を運営

する。

Ⅱ－１－３ 子育て世帯が外出しやすい環境づくり

事業名 事業概要

バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 バリアフリー環境の整備を推進するほか、小・

中学校において、公共交通に係るバリアフ

リー教室を開催する。

心のバリアフリーのまちづくり 障害児（者）差別解消相談窓口における相談

支援を行うとともに、障害児（者）に関する理

解を促進する講座等を開催する。

あわせて、合理的配慮の提供に取り組む事業

者に対する支援を行う。
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基本方針Ⅲ

《具体的施策》

Ⅲ－３－１ 安心してこどもを預けられる環境づくり

事業名 事業概要

保育所待機児童ゼロの達成及び継続 保育コンシェルジュを配置し、希望施設と受

入可能施設のミスマッチの解消等に努め、保

育所待機児童ゼロを達成するとともに、継続

する。

保育士の就労支援 保育士等就労支援補助金等を交付するとと

もに、ハローワークと連携し、施設見学ツアー

を実施するなど、保育士確保に向けた取組を

推進する。

市立保育所等におけるＤＸの推進 市立保育所等に保育業務支援システムを導

入するなど、ＤＸを推進する。

園外活動時の安全対策 横断旗の活用、キッズゾーンの周知など、園

外活動中の交通事故防止に向けた安全対策

を推進する。

保育施設の環境整備 市立保育所等において、空調設備の整備、床

暖房や給食調理室、デッキの改修のほか、園

庭の遊具の更新等を進める。

また、老朽化した民間保育所の改築支援を行

う。

保育施設の安全対策 市立保育所等において、防犯カメラの増設等

を進めるほか、民間保育所等に対し、安全対

策に係る助言を行うとともに、事故防止のた

めの巡回訪問を実施する。

市立保育所のあり方の検討 保育ニーズを踏まえた市立保育所のあり方に

ついて、検討を進める。

基本施策３ 保育環境の充実
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基本方針Ⅲ

《具体的施策》

Ⅲ－４－１ 放課後児童の居場所づくり

事業名 事業概要

放課後学級待機児童ゼロの継続 利用希望者の増加に応じ、学級数を拡充する

など、放課後学級待機児童ゼロを継続する。

放課後学級と放課後子ども教室の一体的な

運営による内容の充実

学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）

を活用した地域との連携の強化を図りなが

ら、放課後子ども教室、放課後学力サポート

事業の拡充に努める。

民間学童クラブへの支援 民間学童クラブの運営費を補助するととも

に、訪問指導員による支援、指導を行う。

質の高い放課後学級運営の推進 訪問指導員の定期的な巡回により、放課後児

童支援員への助言、指導等を実施するととも

に、放課後児童支援員認定資格研修の受講

勧奨を行う。

放課後学級の環境整備 トイレの整備やひさしの設置など、放課後学

級専用棟の環境整備を推進する。

放課後学級利用申請等のオンライン化の推進 放課後学級利用申請や変更手続きのオンライ

ン化を推進する。

基本施策４ 放課後児童対策の推進
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基本方針Ⅳ

《具体的施策》

Ⅳ－４－１ 発達に不安のあるこどもへの支援

事業名 事業概要

こども発達支援センター「すくすく・みと」にお

ける発達相談・支援の充実

社会福祉士、臨床心理士による発達相談のほ

か、言語聴覚士による言語指導、療育指導を

行う。

発達支援教室、言語指導教室の充実、環境整

備

こども発達支援センター分室において、体制

の充実を図りながら、療育指導、言語指導を

行う。

あわせて、分室の照明のＬＥＤ化を推進する。

Ⅳ－４－２ 障害児（者）等への支援

事業名 事業概要

一人一人の教育的ニーズを踏まえた特別支

援教育の充実

特別な配慮を必要とする児童生徒が安心し

て学校に通えるよう、特別支援教育支援員や

医療的ケア看護職員による支援を行う。

相談支援の充実 基幹相談支援センターにおける相談支援のほ

か、地域生活支援拠点等の構築について事業

者等と連携・協議しながら、取組を推進する。

障害福祉サービス等の充実 居宅介護、児童発達支援等のサービスを提供

するほか、補装具費等を支給するとともに、

自立支援医療費、医療福祉費を助成する。

また、移動支援等の地域生活支援事業の充

実を図る。

医療的ケア児に対する支援の推進 適切な支援について、保健、医療、福祉、保

育、教育等の関係機関と協議を行うととも

に、相談支援を担う専門職員の質の向上を図

る。

小児慢性特定疾病児に対する支援の推進 医療費を助成するとともに、日常生活用具費

を支給するほか、療育相談や講座等の取組を

推進する。

基本施策４ 配慮が必要なこども・若者への支援の充実
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